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高裁の審理は…
  進行協議続く

　立川地裁から舞台を変えた東京高裁では，控
訴後 3 月 6 日，4 月 13 日に進行協議が開かれま
した。また，6 月 13 日に次の進行協議が開催予
定で，それが終わると，第 1 回目の期日が決ま
るのではないかと予想されます。
　過去 2 回の進行協議での裁判所の発言から推
測すると，一審・地裁での主張の繰り返しを避
け，控訴審・高裁での原告・被告の争点を整理し，
審理が始まったら早期に終わらせようとの意志
が感じられます。
　そのため，必要な書類（委任状など）を厳し
くチェックしています。また，過去の横田基地の
騒音訴訟判決との整合性なども比較検討するよ
う原告・被告双方に求めています。
　これらのことから，控訴審では，早め早めの
証拠提出を考えていかねばなりません。
　今，原告団でできることとして，弁護団と協力
して，防音工事居宅の騒音状況調査，75W コン

ター外居宅の騒音調査，CV-22 オスプレイの低
周波音等の騒音調査などを考え，実施予定です。
　原告の皆さんの声を裁判所に届けられるのは
高裁の最終弁論までです（最高裁に上告する場
合も，弁論が行われることは殆どないからです）。
裁判は短期決戦になることが予想されます。皆
さんのできる限りのご協力をお願いします。
※原告団と横田・基地被害をなくす会の会員の
皆さんが高裁傍聴の際は，交通費を一律 1,500
円支出することに役員会議で決めました。裁判
所は遠くなり，行くだけでも大変ですが，時間の
許す方・体力の許す方はぜひご参加ください。

（文責：原告団長・福本）

弁論開始日は未定

進行協議とは…今後の進行について裁判所と当

事者双方で協議することです。 あくまでも進行

についての協議をするので， 請求に関する主張

などはできません。

霞ヶ関にある東京高裁前
に立てた原告団の幟旗
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5月26日定期総会に参加を
14時～昭島市昭和会館で開催

　CV-22 オスプレイが配備され，横田基地によ
る被害がますます酷い状態になる中で，裁判は
地裁から高裁に変わりました。
　5 月 26 日（日）に開かれる定期総会を，横田
基地の現状を把握し，裁判の進行状況を把握し
たうえで，私たちが平和で安全かつ静かな生活
をさらに求めていくためにどのように行動すべ
きか考えていく場にしていきましょう。
　多くの皆さんの参加を呼びかけます。

昭和会館

昭島駅
JR 青梅線

至立川駅

高層マンション

南口
広場

青梅信
用金庫

薬局・
眼科

太陽こども
病院

横田・基地被害をなくす会と第 9次横田
基地公害訴訟原告団の合同定期総会開催

▶横田基地の騒音問題については，私もかなり気に
はなっております。特に，マンションの真上を何機
もグルグル旋回している時などは腹がたちイライラ
することはあります。その時は，昭島市役所，横田
基地へ直接苦情の電話をいれています。
　今のところ，頭が痛くなる，気分が悪くなるなど
の症状まではありません。また私の住んでいるマン
ションは鉄筋コンクリート造のためコップの水まで
揺れたりすることはありません。
　ただ，拝島駅北口の行き付けの飲み屋（軽量鉄骨
造 2 階建）で飲んでいるときなど，オスプレイが真
上を旋回している時，窓ガラスが揺れたり振動を感
じたりする事はあります。

（昭島市美堀町　菅原さん）
▶このところ，夕方から夜にかけてのオスプレイの
飛行，腹立たしい限りです。

　ホバリング訓練に関しては，昨年７月以降，頻繁
に行われるようになり，あれが始まると苛々します。
　ヘリモードで飛行するオスプレイの重低音の振動
に不安も覚えます。
　頭痛や気分が悪くなるなど顕著な身体的な影響は
ありませんが，精神的なストレス，思考の中断はあ
ります。　　　　　　　（昭島市美堀町　池谷さん）

オスプレイの被害を原告に聞く

4 月 24 日 21 時 15
分頃，基地北側の
瑞穂町で撮影
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http://yokota-nakusukai.sakura.ne.jp/

 　横田・基地被害をな
くす会のホームページア
ドレスが変わりました。
　今までのレンタルサー
バーが閉鎖したため，新
たなアドレスに引っ越し
ました。新しいアドレス
は，表題のとおりです。

　見たことのない方も・
ある方も，ぜひ訪問して
ください。
　なお，第 9 次横田基地
公害訴訟原告団のホーム
ページは，「横田・基地
被害をなくす会」のＴＯ
Ｐページから入れます。
　まだ未完成部分のある
ホームページですが，特
徴としてあげられるの
は，動画が見られるとこ
ろではないでしょうか。
　 現 在 は， Ｔ Ｏ Ｐ ペ ー
ジ（右図参照）右下に横
田基地に配備された CV-
22B オスプレイの離着陸
訓練・超低空で移動する
様子などが見られます。
　
　

ホームページ

アドレスが

変わりました
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写真で見る活動報告

2019/1/25 岩国基地訴訟結審
（広島高裁前）

2019/1/31 第 2 次新横田基地
訴訟結審（東京高裁前）

2019/4/15 全国基地連事務局
長会議開催（宜野湾市内）

2019/4/16 早朝の普天間基地
ゲート前抗議行動に参加

2019/4/17 辺野古埋立用土砂を
積む運搬船を取り巻くカヌー隊

2019/4/17 普天間判決翌日に辺
野古埋め立て阻止行動に参加

2019/4/16 普天間基地訴訟控
訴審判決に怒りの旗出し

2019/4/16 普天間基地訴訟・
高裁那覇支部前での集会
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北関東防衛局から「国有地の明渡し
請求」が来た…（昭島市美堀町地区）

▶以下は，「住みよい美堀町を守る会」の資料から許
可を得て，一部補足して掲載しました。

　2019 年 3 月，昭島市美堀町 2 丁目・3 丁目にあ
る移転跡地（国有地）利用者に対し，使用中止と所
有物の撤去，その後無断で国有地に出入りしないよ
うに，との文書が届いた。
　そもそも，この地区の移転跡地は，以下の経過の
中で，周辺住民に利用されてきた。
◇ 1967 年から 1979 年までの経過
・1967 年　旧堀向地区より 267 世帯が移転。
・雑草の繁茂，野火の発生，ゴミの投機，風紀上の
問題等々の苦情が市に持ち込まれる。
・1967 年 12 月　市議会で「（跡地について）住民
の公共福祉増進に寄与すべきであり，横田基地の拡
張に使用することは反対」との意見書を決議。
・市の平和プランとして「公園墓地」「水道貯水池用
地」「牧草地」などの意見がでたが実現せず。
・1968 年 10 月　昭島市は跡地の雑草除去など管理

の万全を期すよう防衛施設局長へ文書要請
・1969 年 9 月　昭和食料工業株式会社などからの移
転跡地の苗木養成苗畑としての使用の陳情が防衛施
設庁（当時）にあり，市議会全員協議会で了承。苗
木畑に。
・1970 年 1 月　拝島町 4079 番地に枯草の野火が発
生，約 3000 平方メートルが消失。
・これを契機に昭島市が東京防衛施設局（当時）に
跡地の管理に万全をつくすよう要望。
・1970 年 6 月　旧第三都営，親和会，商店会の移
転に伴い，地元住民から移転跡地を「家庭菜園」な
どに利用し，住民自らの手で雑草の繁茂等を防止し
たいとの要望が出される。
・1971 年 4 月　昭島市が防衛施設局との折衝に入
りとりまとめる。
・1971 年 6 月　互助会，多摩野会，八八会，美野里会，
親和会の説明会を開催。
・1971 年 8 月　昭島市が東京防衛施設局長に対し，

2019/4/16 嘉数の丘，普天間基地を望む眺望

2019/4/05 コンター 75W
居宅での騒音調査を開始
（昭島市原告宅）

2019/4/24 普低周波音測定を目的と
する測定開始（基地南側の原告宅）

2019/4/25　C-130J による物資投
下訓練が横田基地で行われていた。

（⇒次ページに続く）
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使用許可の申請手続き。同時に市立保育園跡地など
を樹木等の緑化維持保全目的のため市として申請。
・契約書締結に至らず（「防衛施設局担当者の変更が
ありうやむやにされた」＝住民側，「交渉決裂」＝
防衛施設局，などお互いの見解が違うが，資料がな
く原因不明。）
・1971 年までに移転対象地区 840 世帯の内，64％
536 世帯が移転。
・1972 年　関東地区の米軍施設を横田基地に統合す
る「関東統合計画」が発表される。
・1976 年　旧横田基地公害訴訟提訴
・1978 年２月　裁判所が堀向地区（現美堀町２丁目・
３丁目）で現地検証を行う。
※当初予定されていた現地検証（1977 年 11 月）が
雨で流れ，翌年２月に延期された。防衛施設局は，
この間に，雑草が繁茂し非衛生的な状態で放置され
ていた移転跡地を，何台ものブルドーザーで整地し，
苗木を植えた。～その後苗木は枯れた。
・契約書締結に至らなかったが，移転跡地使用に当
たっては，要望者と防衛施設局との間で暗黙の了解
があり，畑や駐車場での使用は黙認されてきた。
・その後，さらに増えた移転跡地の利用については，
前例に倣っての使用方法がなされてきた。一方，面
倒を見る者のなくなった土地については，北関東防
衛局（旧防衛施設局）が「利用禁止」の立札を建て
たり金網で囲い込んだり（閉じていない形で金網が
設置されている箇所もある）した。金網で囲んだ土
地は年に３回程度の草刈りが行われているが，入札
のせいか，草刈りの時期としては時期外れに行われ，
草の繁茂により藪蚊の温床となっている。また，心
無い者によるごみの投棄も行われている。
・地域住民は，自治会なども協力して，移転跡地の
周囲の草刈りなどを行い，環境保持に努力してきた。
また，地域の祭りの際に移転跡地を利用し本部とし
たりしている。
◇直近の経過
・2017 年 12 月　会計検査院の指摘で NHK 受信料
減免問題が発生～会計検査院の指摘は「30 年以上前
に決めたものを見直していない。防音工事完了居住
者への助成は，2018 年８月末で打ち切る」とした。
これも，今回の伏線となっているの可能性がある。
・2018 年 7 月　 北関東防衛局が跡地利用者を戸別
訪問。使用者追い出しにかかる。
・2018 年 11 月　東京新聞に「基地周辺国有地住民
の菜園に」の記事。

・2018 年 12 月　昭島市基地対策特別委員会で基地・
渉外担当課長が「…市が間に関与して…公共性，公
益性という部分がございますので，そういった地域，
地元のご意見等も伺いながら，市ができること，…
国のほうにも働きかけていきたい」と答弁。
・2019 年１月　堀向の景観を守る会（互助会，多
摩野会，八八会，美野里会４自治会）が署名開始。
282 人より署名が集まる。
・2019 年 3 月　堀向の景観を守る会が市との懇談
会。席上で（防衛局より）「使用者に３月末に文書
が届く」「（自治会など）公的なものには防衛局の許
可がされたら，柵はしない」とのことが判明。
・2019 年 3 月   明け渡し同意書が使用者に届く。
住民からの問い合わせに対し，北関東防衛局担当者
は，「個別の説明は昨年行ったので，住民説明会は
必要ない。個別の使用者に対する説明は十分だと考
えている」また，「1971 年の交渉後，約 20 年前に，
北関東防衛局が有償貸出を申し入れたが，地元と話
し合いの決着がつかなかった」と発言。
　北関東防衛局側は，個別使用者との話がついたと
の一方的な解釈だけで，地域全体の住環境の視点は
まったくなかった。本当に 20 年前に申し出があっ
たのかは不明。
・2019 年 4 月 6 日　堀向景観を守る会として，北
関東防衛局との懇談をすることを確認。
・2019 年 4 月 13 日　「住みよい美堀町を求める会」
結成，昭島市や北関東防衛局との交渉を目指す。
※昭島市の 1970 年当時の要望書でも，「管理とは
柵をめぐらして土地の所有権を保全するのみでな
く，適正な維持も含まれるものと考えられ，当市が
再三に亘って要望してきたことは，災害の発生と環
境の不整備をおそれたためである」と強く主張して
いる。

雑草が生い茂る北関東防衛局の囲い込み地（2018 年 11 月）



　　

経過報告と今後の予定

＊ 1/18 弁護団＋原告団会議
＊ 1/25 岩国基地訴訟・広島高裁結審支援
＊ 1/27 前泊沖縄国際大学教授講演の集会で発言
＊ 1/28 オスプレイ…東日本連絡会
＊ 1/31 第 2 次新横田・東京高裁結審支援行動
＊ 1/31 弁護団，控訴理由書提出
＊ 2/1 ＴＶ朝日・羽鳥慎一モーニングショー取材協力
＊ 2/4 全国基地連・総会開催の打合せ
＊ 2/7 なくす会＋原告団役員会議～新年会
＊ 2/15 オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 2/16 ＮＯ　ＷＡＲ！八王子 アクションで発言
＊ 2/21 新横田原告団・大野団長逝去
＊ 2/23 オスプレイ反対署名 in 八王子駅北口
＊ 2/25 新横田・大野団長お通夜
＊ 2/26 新横田・大野団長告別式
＊ 2/27 弁護団＋原告団会議
＊ 2/28 オスプレイ…東日本連絡会
＊ 3/6 高裁進行協議
＊ 3/7 なくす会＋原告団役員会議
＊ 3/17 厚木総会へメッセージ送付
＊ 3/19 ～ 75 Ｗ宅＋ 75 Ｗ外宅で騒音測定
＊ 3/26 オスプレイ…東日本連絡会政府交渉
＊ 3/27 オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 3/28 弁護団＋原告団会議
＊ 4/2 ＴＶ朝日取材（オスプレイ騒音）
＊ 4/4 なくす会＋原告団役員会議
＊ 4/10 爆音カレンダー，会費納入依頼文書を会員に発送
＊ 4/15 全国基地連事務局長会議 in 宜野湾＜塚本，福本＞
＊ 4/16 普天間基地訴訟高裁判決支援行動
＊ 4/17 辺野古反対現地闘争支援行動
＊ 4/18 弁護団（＋原告団）会議
＊ 4/24 高裁・進行協議
＊ 4/24 ～オスプレイ騒音・測定開始
＊ 4/26NEWS 印刷と発送
★★★★★★★以下は横田基地の現状等★★★★★★★
＊ 1/17　1/9 のパラシュート降下失敗事故で基地外に落
下したデプロイメントバッグの大きさ・重さ（誘導傘を
含む）は約 40.6cm× 44.5cm・約 1.8㎏と発表
＊ 1/22 米陸軍の偵察機 RC-12X が飛来～ 2/2 にも飛来
＊ 1/31CV-22 の部隊が専用的に使用する施設の工事につ
いての情報提供有
＊ 1/31 横田基地所属の C-130J 東富士演習場で物資投下
訓練中にパラシュート落下事故
＊ 2/4　CV-22 の嘉手納基地暫定配備計画が判明
＊ 2/4　4 機の CV-22 が横田～岩国～嘉手納～ 2/5 にはベ
トナム・ダナン～その後タイへ

＊2/12三沢基地のF-16　3機が横田に緊急着陸～離陸（三
沢基地でオーバーラン事故発生）
＊ 2/21 ２機の F-22（アラスカ），2機の KC-135 がダイバ
ート（天候不良で飛行予定地に行けず横田に着陸）
＊2/22，2/23C-17＆C-40輸送機の運用時間対外の飛行（離
着陸）について防衛省情報提供
＊ 2/24　CV-22 タイでの訓練を終え，嘉手納（2/23）～
岩国経由で横田に帰投
＊ 2/23 岩国・3機の F/A18-E 着陸～ 2/24（月）離陸
＊ 2/25 アラスカ・F-22A 早朝 6時 48 分に離陸＝轟音，6
時 28 分 2機の KC-135 も離陸
＊ 3/1 三沢・2機の F-16CMが着陸～離陸
＊ 3/16 ～ 3/28　CV-22B オスプレイ 3機が韓国で訓練。
その間，残りの 2機動かず。
＊ 3/12 三沢の F-16・4 機が離陸
＊ 3/13　C-130J による物資投下訓練
＊ 3/20 米軍と空自，飛行場被害復旧等訓練実施
＊ 3/24「海外邦人非常事態時救出にMV-22 オスプレイを
使用」の記事（共同通信）
＊ 3/28 C-130J による物資投下と 3名の高高度降下訓練
＊ 3/29 C-130J による物資投下と 2名の高高度降下訓練
＊ 4/1 C-130J による人員降下訓練 1名
＊ 3/30 スプリングフェスでイーストG内約 400 ｍ開放
＊ 4/1　MV-22 岩国～厚木の途中，伊丹空港で緊急着陸。
＊ 4/2　MV-22 伊丹を離陸～厚木経由で木更津へ
＊ 4/1　C-130J による人員降下訓練 ,4/4 も。
＊ 4/4　C-130J による人員降下訓練
＊ 4/13　F/A18　2 機着陸～ 4/14 に離陸
＊ 4/16 C-130J4 機夕方 ~夜旋回訓練，同機砂袋投下訓練
＊ 4/20　F/A18　4 機が着陸～ 4/21 離陸
☆☆☆☆☆☆以下は今後のスケジュール☆☆☆☆☆☆☆
＊ 4/28 オスプレイ反対署名 in 立川南口デッキ
＊ 5/4 なくす会＋原告団　役員会議
＊ 5/8 オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 5/18 基地撤去を目指す県央共闘会議総会 in 大和で発言
＊ 5/22 定期総会議案書印刷～帳合い
＊ 5/26 定期総会 in 昭和会館
＊ 6/5 全国公害被害者総行動政府交渉
＊ 6/6 第 2 次新横田訴訟高裁判決
＊ 6/6 原告団役員会議
＊ 6/13 高裁進行協議
＊ 6/17 小松基地訴訟地裁結審
＊ 8/20 日教組の横田基地 F.W.
＊ 9/11 嘉手納基地訴訟高裁判決
＊ 9/28-29 全国基地連総会＋原告交流集会 in 神奈川大和
＊ 10/25 岩国基地訴訟高裁判決

（2019 年 1月 18日～）
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「オスプレイ横田基地配備等に反対する新署名」 完成。 ご協力を！
※署名用紙を同封しました。「横田基地配備」に伴う新たな署名です。不足分は増し刷りしてご利用ください。
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天欄▶新横田基地公害訴訟の大野芳一原告団長が
亡くなった。オスプレイ横田配備反対連絡会

ラシュート訓練は事故を幾つも起こしている，
中止すべきだ・・・。▶予定の１時間があっ

の会議の場に「緊急入院」の知らせがあり，数日後
の急逝だった。直後の２月 23 日には八王子駅でオ
スプレイ配備反対署名活動，３月７日には連絡会中
心の政府交渉が予定されていた。▶「あわてず，さ
わがず」の温厚な大野さんを失った痛手は大きい。
ご冥福をお祈りする。▶さて，その３月７日の政府
交渉。衆議院第一会館地下には，連絡会の役員や訴
訟原告を中心に，国会議員，マスコミ関係者も多数
集まったのだが，対面して 10 数人並んだ防衛省・
外務省の若手官僚群は，いつものことながら，暖簾
に腕押しの回答に終始した。手渡した署名は 17,165
筆。重い束を手渡しながら「おそらく防衛省の倉庫
に直行だ」と残念だった。▶横田に配備されたＣＶ
オスプレイは夜間も早朝も勝手な飛行訓練を実施し
ている。「飛行時間が増えれば事故率は下がる」と
いう従来の説明とは裏腹に，重大事故率がこの一年
で急上昇した。あらかじめ提出してあった『要請と
質問』にも「焦点ずらし」や「知らぬ存ぜぬ」の姿
勢。「ちゃんと答えてください」と怒りの声があがっ
た。▶昨年春の突然の配備とその経緯，飛行訓練の
実態が約束と大きく異なる，防衛当局は飛行実態を
きちんと調査しているのか？横田配備の目的，規
模，位置づけは？市街地の中にある横田基地でのパ

という間に過ぎた。消化不良の会場からは怒りと不
満の声があがった。▶３月２日，横田基地の東，立
川の西砂学習館で，オスプレイ問題の学習会があっ
た。50 人近い市民が参加し，小柴康男さんが映像を
交えた講演をした。ハワイでのオスプレイ墜落時の
映像は衝撃的だった。急降下するオスプレイ，舞い
上がる土埃の中に見えなくなる機体，その姿がチラ
と見えた一瞬，墜落の衝撃音とバラバラに飛び散る
破片…。政府交渉で，防衛省の官僚が「オスプレイ
は防災に役立つ」と言っていたけれど，本当に災害
救助を考えるなら，オスプレイ１機の代わりに有能
な消防車を１００台買うべきだ。▶昨年 11 月のあき
る野市議会には，市民団体・くさしぎが「“ 日米地位
協定 ” の改定を求める陳情」を提出した。瑞穂町議
会にも同様の請願が提出されている。否決されても
懲りずに周辺自治体からの声をあげる努力を続ける
べきだろう。▶先日，オスプレイの飛行監視を続け
ている人が撮った映像を見た。機体後部が開いてい
る。そこから銃身が下を狙って伸びている。その先
には，民家があり，学校があり，人々が生きている。
私たちは日々，対テロ作戦・特殊部隊の標的の役割
を担わされているのである。その役割を担いたくな
い。拒否したい・・どうすればいいのだろう？（K)

オスプレイの横田基地配備と飛来に反対する署名行動
◎ 4 月 28 日（日）13 時～ 14 時：JR 中央線　立川駅南口デッキ

※皆さんの参加，地元の支援者・賛同者の方々の協力も呼びかけます。
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会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番００８  普通６８７５２２５
②ゆうちょ銀行　記号１００４０
　番号６８７５２２５１　( 振替用紙使用の場合 )
③中央労働金庫立川支店　店番２８２
　普通預金（口座番号）１０７４０６８
※名義：横田・基地被害をなくす会
※年会費は，個人 2000 円，団体１口 2000 円

なくす会・会費の振り込み先

会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番０１８　普通 8014443
②ゆうちょ銀行　00180-6-790063　( 振替用紙を
　同封しましたので，お使いください。)
※名義：第９次横田基地公害訴訟原告団
※年会費は，10,000 円（家族原告は，1名以外の
会費を裁判終結時に精算することもできます。）

第９次横田基地公害訴訟
原告団・会費の振り込み先


